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＝公布された条例のあらまし＝

◇職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

１ 教育公務員である職員の大学院修学休業期間の２分の１の期間を退職手当の算定の基礎となる在職期間か

ら除算することとした｡ (第９条関係)

２ 独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の成立により文部科学省の職員からこれら

の独立行政法人の職員となる者のこれらの独立行政法人における職員としての在職期間を県の職員としての

引き続いた在職期間とみなすこととした｡ (附則関係)

３ 定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の適用を受ける者を定年に達する日の属する年度の前年度

末までに退職した者 (現行 定年に達する日から６月前までに退職した者) とすることとした｡ (第４条､

第５条関係)

４ 雇用保険法の基本手当の支給の条件に準じて支給する失業者の退職手当について､ 基本手当の所定給付日

数の改正に伴う改正を行うこととした｡ (第15条関係)

５ 施行期日

(１) この条例は､ 公布の日から施行すること｡ ただし､ １及び４は､ 平成13年４月１日から施行すること

とした｡

(２) 所要の経過措置を講ずることとした｡

◇鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

１ 次のとおり職員の定数を改めることとした｡ (第２条関係)

２ 知事の承認を得て定数の外に置くことができる職員に､ 大学院に在学してその課程を履修するための休

業をしている職員を加えることとした｡ (第２条関係)

３ この条例は､ 平成13年４月１日から施行することとした｡

区 分
定 数

改 正 後 現 行

教育委員会の事務局及び学校
その他の教育機関の職員

2,473人 2,407人

県立学校の職員 2,244人 2,178人

県立学校の職員以外の職員 229人 229人

監査委員の事務局の職員 13人 12人

県費負担教職員 4,355人 4,352人



条 例

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する｡

平成13年３月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第15号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の退職手当に関する条例 (昭和 37 年鳥取県条例第 51 号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号 (以下 ｢移動項等｣ という｡) に対応する同

表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号 (以下 ｢移動後項等｣ という｡) が存在する場合に

は､ 当該移動項等を当該移動後項等とし､ 移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には､ 当該移動項等

(以下 ｢削除項等｣ という｡) を削り､ 移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には､ 当該移動後項等

(以下 ｢追加項等｣ という｡) を加える｡
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◇鳥取県部設置条例の一部を改正する条例

１ 総務部の所掌事務の改正 (第２条関係)

(１) 県の業務の実施状況の監察に関する事項を総務部の所掌事務とするとともに､ 工事の検査に関する事

項を総務部 (現行 土木部) の所掌事務とすることとした｡

(２) その他他部の所掌に属しない事項から､ 防災及び消防に関する事項を除くこととした｡

２ 企画部の所掌事務の改正 (第３条関係)

(１) 観光の振興に関する事項を企画部 (現行 商工労働部) の所掌事務とすることとした｡

(２) 自然公園に関する事項を加えることとした｡

(３) 景観形成の推進に関する事項を企画部 (現行 生活環境部) の所掌事務とすることとした｡

３ 生活環境部の所掌事務の改正 (第５条関係)

(１) 環境政策の企画及び調整に関する事項を加えることとした｡

(２) 環境の管理に関する事項を加えることとした｡

(３) 男女共同参画社会に関する事項を生活環境部 (現行 企画部) の所掌事務とすることとした｡

(４) 住宅に関する事項を生活環境部 (現行 土木部) の所掌事務とすることとした｡

(５) 消防及び防災に関する事項を削除することとした｡

４ 商工労働部の所掌事務の改正 (第６条関係)

流通に関する事項を農林水産部と共管の所掌事務とすることとした｡

５ 農林水産部の所掌事務の改正 (第７条関係)

流通に関する事項を商工労働部と共管の所掌事務とすることとした｡

６ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

７ この条例は､ 平成13年４月１日から施行することとした｡



次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び削除項等を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (項及び号の表示並びに追加項等を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ と

いう｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第４条 略
２ 前項の基礎月額は､ 同項の表２の項(３)に掲げる
者であって､ 職員の退職手当に関する条例の一部を
改正する条例 (平成12年鳥取県条例第63号) の施行
の日 (次条第２項において ｢施行日｣ という｡) か
ら平成15年３月31日までの間において定年に達する
日前における直近の３月31日までに退職し､ かつ､
年齢50年以上であるものにあっては､ 退職の日にお
けるその者の給料月額に次の表の年数の欄に掲げる
退職の日におけるその者に係る定年と退職の日にお
けるその者の年齢との差に相当する年数の区分に応
じ､ それぞれ同表の割合の欄に定める割合を乗じて
得た額とし､ その他の者にあっては､ 退職の日にお
けるその者の給料月額とする｡

(整理退職等の場合の退職手当)
第５条 略
２ 前項の基礎月額は､ 同項の表２の項(１)から(３)
までに掲げる者であって､ 定年に達する日前におけ
る直近の３月 31 日までに退職し､ かつ､ 年齢 50 年
以上であるものにあっては､ 退職の日におけるその
者の給料月額に次の表の年数の欄に掲げる退職の日
におけるその者に係る定年と退職の日におけるその
者の年齢との差に相当する年数の区分に応じ､ それ
ぞれ同表の割合の欄に定める割合を乗じて得た額と
し､ その他の者にあっては､ 退職の日におけるその
者の給料月額とする｡

(勤続期間の計算)
第９条 略
２及び３ 略
４ 前３項の規定による在職期間のうちに地方公務員
法第27条及び第28条の規定による休職 (公務上の傷
病による休職､ 通勤による傷病による休職及び職員
を地方住宅供給公社法 (昭和40年法律第124号) に
規定する地方住宅供給公社､ 地方道路公社法 (昭和
45年法律第82号) に規定する地方道路公社若しくは
公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和47年法律第
66号) に規定する土地開発公社 (以下 ｢地方公社｣
という｡) 若しくは国家公務員退職手当法施行令
(昭和28年政令第215号｡ 以下 ｢施行令｣ という｡)

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第４条 略
２ 前項の基礎月額は､ 同項の表２の項(３)に掲げる
者であって､ 職員の退職手当に関する条例の一部を
改正する条例 (平成12年鳥取県条例第63号) の施行
の日 (次条第２項において ｢施行日｣ という｡) か
ら平成15年３月31日までの間において定年に達する
日から６月前までに退職し､ かつ､ 年齢50年以上で
あるものにあっては､ 退職の日におけるその者の給
料月額に次の表の年数の欄に掲げる退職の日におけ
るその者に係る定年と退職の日におけるその者の年
齢との差に相当する年数の区分に応じ､ それぞれ同
表の割合の欄に定める割合を乗じて得た額とし､ そ
の他の者にあっては､ 退職の日におけるその者の給
料月額とする｡

(整理退職等の場合の退職手当)
第５条 略
２ 前項の基礎月額は､ 同項の表２の項(１)から(３)
までに掲げる者であって､ 定年に達する日から６月
前までに退職し､ かつ､ 年齢50年以上であるものに
あっては､ 退職の日におけるその者の給料月額に次
の表の年数の欄に掲げる退職の日におけるその者に
係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に
相当する年数の区分に応じ､ それぞれ同表の割合の
欄に定める割合を乗じて得た額とし､ その他の者に
あっては､ 退職の日におけるその者の給料月額とす
る｡

(勤続期間の計算)
第９条 略
２及び３ 略
４ 前３項の規定による在職期間のうちに地方公務員
法第27条及び第28条の規定による休職 (公務上の傷
病による休職､ 通勤による傷病による休職及び職員
を地方住宅供給公社法 (昭和40年法律第124号) に
規定する地方住宅供給公社､ 地方道路公社法 (昭和
45年法律第82号) に規定する地方道路公社若しくは
公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和47年法律第
66号) に規定する土地開発公社 (以下 ｢地方公社｣
という｡) 若しくは国家公務員退職手当法施行令
(昭和28年政令第215号｡ 以下 ｢施行令｣ という｡)

略 略

略 略
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第６条に規定する法人 (退職手当 (これに相当する
給与を含む｡) に関する規程において､ 職員が地方
公社又はその法人の業務に従事するために休職され､
引き続いて地方公社又はその法人に使用される者と
なった場合におけるその者の在職期間の計算につい
ては､ 地方公社又はその法人に使用される者として
の在職期間はなかったものとすることと定めている
ものに限る｡ 以下 ｢休職指定法人｣ という｡) 又は
知事が定める公共的機関の業務に従事させるための
休職を除く｡)､ 教育公務員特例法 (昭和 24 年法律
第１号) 第 20 条の３の規定による大学院修学休業､
地方公務員法第29条の規定による停職その他これら
に準ずる理由により現実に職務に従事することを要
しない期間のある月 (現実に職務に従事することを
要する日のあった月を除く｡) が１以上あったとき
は､ その月数の２分の１に相当する月数 (同法第55
条の２第１項ただし書に規定する事由又はこれに準
ずる事由により現実に職務に従事することを要しな
かった期間については､ その月数) を前３項の規定
により計算した在職期間から除算する｡
５～８ 略

(失業者の退職手当)
第 15 条 勤続期間６月以上で退職した職員 (第５項
又は第７項の規定に該当する者を除く｡) であって､
第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないも
のが､ 当該退職した職員を雇用保険法 (昭和 49 年
法律第 116 号) 第 15 条第１項に規定する受給資格
者と､ 当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を
同法第 22 条第３項に規定する算定基礎期間の年月
数と､ 当該退職の日を同法第 20 条第１項第１号に
規定する離職の日と､ 同法第 23 条第３項に規定す
る特定受給資格者に相当するものとして規則で定め
る者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同
法第 20 条第１項の規定を適用した場合における同
項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ､ 当該各号
に定める期間 (当該期間内に妊娠､ 出産､ 育児その
他規則で定める理由により引き続き 30 日以上職業
に就くことができない者が､ 規則で定めるところに
より知事にその旨を申し出た場合には､ 当該理由に
より職業に就くことができない日数を加算するもの
とし､ その加算された期間が４年を超えるときは､
４年とする｡ 以下この条において ｢支給期間｣ とい
う｡) 内に失業している場合において､ 第１号に規
定する一般の退職手当等の額を第２号に規定する基
本手当の日額で除して得た数 (１未満の端数がある
ときは､ これを切り捨てる｡) に等しい日数 (以下
｢待期日数｣ という｡) を超えて失業しているときは､
第１号に規定する一般の退職手当等のほか､ その超
える部分の失業の日につき第２号に規定する基本手
当の日額に相当する金額を､ 退職手当として､ 同法
の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する｡
ただし､ 同号に規定する所定給付日数から待期日数

第６条に規定する法人 (退職手当 (これに相当する
給与を含む｡) に関する規程において､ 職員が地方
公社又はその法人の業務に従事するために休職され､
引き続いて地方公社又はその法人に使用される者と
なった場合におけるその者の在職期間の計算につい
ては､ 地方公社又はその法人に使用される者として
の在職期間はなかったものとすることと定めている
ものに限る｡ 以下 ｢休職指定法人｣ という｡) 又は
知事が定める公共的機関の業務に従事させるための
休職を除く｡)､ 地方公務員法第29条の規定による停
職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従
事することを要しない期間のある月 (現実に職務に
従事することを要する日のあった月を除く｡) が１
以上あったときは､ その月数の２分の１に相当する
月数 (同法第55条の２第１項ただし書に規定する事
由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事す
ることを要しなかった期間については､ その月数)
を前３項の規定により計算した在職期間から除算す
る｡

５～８ 略

(失業者の退職手当)
第 15 条 勤続期間６月以上で退職した職員 (第５項
又は第７項の規定に該当する者を除く｡) であって､
第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないも
のが､ 退職の日の翌日から起算して１年 (当該１年
の期間内に妊娠､ 出産､ 育児その他規則で定める理
由により引き続き 30 日以上職業に就くことができ
ない者が､ 規則で定めるところにより知事にその旨
を申し出た場合には､ 当該理由により職業に就くこ
とができない日数を加算するものとし､ その加算さ
れた期間が４年を超えるときは､ ４年とする｡ 第３
項において同じ｡) の期間内に失業している場合に
おいて､ 第１号に規定する一般の退職手当等の額を
第２号に規定する基本手当の日額で除して得た数
(１未満の端数があるときは､ これを切り捨てる｡)
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を減じた日数分を超えては支給しない｡
(１) 略
(２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する
受給資格者と､ その者の基準勤続期間を同法第17
条第１項に規定する被保険者期間と､ 当該退職の
日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の日
と､ その者の基準勤続期間の年月数を同法第 22
条第３項に規定する算定基礎期間の年月数とみな
して同法の規定を適用した場合に､ 同法第16条の
規定によりその者が支給を受けることができる基
本手当の日額にその者に係る同法第22条第１項に
規定する所定給付日数 (以下 ｢所定給付日数｣ と
いう｡) を乗じて得た額

２ 前項の基準勤続期間とは､ 職員としての勤続期間
をいう｡ この場合において､ 当該勤続期間に係る職
員となった日前に職員等(職員又は職員以外の者で
職員について定められている勤務時間以上勤務した
日(法令の規定により､ 勤務を要しないこととされ､
又は休暇を与えられた日を含む｡ )が18日以上ある
月が１月以上あるもの(季節的業務に４月以内の期
間を定めて雇用され､ 又は季節的に４月以内の期間
を定めて雇用されていた者にあっては､ 引き続き当
該所定の期間を超えて勤務したものに限る｡ )をい
う｡ 以下この項において同じ｡ )であったことがあ
る者については､ 当該職員等であった期間を含むも
のとし､ 当該勤続期間又は当該職員等であった期間
に次の各号に掲げる期間が含まれているときは､ 当
該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く｡

(１)及び(２) 略
３ 勤続期間６月以上で退職した職員 (第６項又は第
８項の規定に該当する者を除く｡) が支給期間内に
失業している場合において､ 退職した者が一般の退
職手当等の支給を受けないときは､ その失業の日に
つき第１項第２号の規定の例によりその者につき雇
用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受
けることができる基本手当の日額に相当する金額を､
退職手当として､ 同法の規定による基本手当の支給
の条件に従い支給する｡ ただし､ 同号の規定の例に
よりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合
におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数
分を超えては支給しない｡

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係
る退職が定年に達したことその他の規則で定める理
由によるものである職員が､ 当該退職後一定の期間
求職の申込みをしないことを希望する場合に関して
は､ 規則で定めるところにより､ 支給期間について
の特例を定めることができる｡

(１) 略
(２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する
受給資格者と､ その者の基準勤続期間を同法第17
条第１項に規定する被保険者期間と､ 当該退職の
日を同法第22条第１項第１号に規定する離職の日
と､ その者の基準勤続期間の年月数を同条第６項
に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法
の規定を適用した場合に､ 同法第16条の規定によ
りその者が支給を受けることができる基本手当の
日額にその者に係る同法第22条第１項に規定する
所定給付日数 (以下 ｢所定給付日数｣ という｡)
を乗じて得た額

２ 前項第２号の基準勤続期間とは､ 職員としての勤
続期間をいう｡ この場合において､ 当該勤続期間に
係る職員となった日前に職員等(職員又は職員以外
の者で職員について定められている勤務時間以上勤
務した日(法令の規定により､ 勤務を要しないこと
とされ､ 又は休暇を与えられた日を含む｡ )が18日
以上ある月が１月以上あるもの(季節的業務に４箇
月以内の期間を定めて雇用され､ 又は季節的に４箇
月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては､
引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限
る｡ )をいう｡ 以下この項において同じ｡ )であった
ことがある者については､ 当該職員等であった期間
を含むものとし､ 当該勤続期間又は当該職員等であっ
た期間に次の各号に掲げる期間が含まれているとき
は､ 当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間
を除く｡
(１)及び(２) 略
３ 勤続期間６月以上で退職した職員 (第６項又は第
８項の規定に該当する者を除く｡) が退職の日の翌
日から起算して１年の期間内に失業している場合に
おいて､ 退職した者が一般の退職手当等の支給を受
けないときは､ その失業の日につき第１項第２号の
規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適
用した場合にその者が支給を受けることができる基
本手当の日額に相当する金額を､ 退職手当として､
同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給
する｡ ただし､ 第１項第２号の規定の例によりその
者につき雇用保険法の規定を適用した場合における
その者に係る所定給付日数に相当する日数分を超え
ては支給しない｡
４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係
る退職が定年に達したことその他の規則で定める理
由によるものである職員が､ 当該退職後一定の期間
求職の申込みをしないことを希望する場合において､
規則で定めるところにより､ 知事にその旨を申し出
たときは､ 第１項及び前項中 ｢退職の日の翌日から
起算して１年｣ とあるのは ｢退職の日の翌日から起
算して１年と､ 求職の申込みをしないことを希望す
る一定の期間 (１年を限度とする｡) に相当する期
間を合算した期間 (当該求職の申込みをしないこと
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５ 勤続期間６月以上で退職した職員 (第７項の規定
に該当する者を除く｡) であって､ その者を雇用保
険法第４条第１項に規定する被保険者と､ その者が
退職の際勤務していた県の事務を同法第５条第１項
に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の
２第１項に規定する高年齢継続被保険者に該当する
もののうち､ 第１号に掲げる額が第２号に掲げる額
に満たないものが退職の日後失業している場合には､
一般の退職手当等のほか､ 第２号に掲げる額から第
１号に掲げる額を減じた額に相当する金額を､ 退職
手当として､ 同法の規定による高年齢求職者給付金
の支給の条件に従い支給する｡
(１) 略
(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規定
する高年齢受給資格者と､ その者の基準勤続期間
(第２項に規定する基準勤続期間をいう｡ 以下こ
の条において同じ｡) を同法第17条第１項に規定
する被保険者期間と､ 当該退職の日を同法第20条
第１項第１号に規定する離職の日と､ その者の基
準勤続期間の年月数を同法第37条の４第３項前段
の規定による期間の年月数とみなして同法の規定
を適用した場合に､ その者が支給を受けることが
できる高年齢求職者給付金の額に相当する額

６～９ 略
10 第１項､ 第３項又は前項に規定する場合のほか､
これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対
しては､ 次に掲げる場合には､ 雇用保険法第24条か
ら第28条までの規定による基本手当の支給の例によ
り､ 当該基本手当の支給の条件に従い､ 第１項又は
第３項の退職手当を支給することができる｡

(１) 略
(２) 略
(３) 略
11～16 略

附 則
１～31 略
32 独立行政法人国立青年の家 (以下 ｢青年の家｣ と
いう｡) の成立の日の前日に文部科学省の職員とし
て在職していた者が､ 独立行政法人国立青年の家法
(平成11年法律第169号) 附則第２条の規定により青
年の家の職員となり､ かつ､ 引き続き青年の家の職
員として在職した後引き続いて職員となった場合に

を希望する一定の期間内に求職の申込みをしたとき
は､ １年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込
みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算
した期間)｣ と､ 第１項中 ｢当該１年の期間内｣ と
あるのは ｢当該合算した期間内｣ と､ 第１項及び前
項中 ｢の期間内に失業している｣ とあるのは ｢内に
失業している｣ とする｡
５ 勤続期間６月以上で退職した職員 (第７項の規定
に該当する者を除く｡) であって､ その者を雇用保
険法第４条第１項に規定する被保険者と､ その者が
退職の際勤務していた県の事務を同法第５条第１項
に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の
２第１項に規定する高年齢継続被保険者に該当する
もののうち､ 第１号に掲げる額が第２号に掲げる額
に満たないものが退職の日後失業している場合には､
一般の退職手当等のほか､ 第２号に掲げる額から第
１号に掲げる額を減じた額に相当する金額を､ 退職
手当として､ 同法の規定による高年齢求職者給付金
の支給の条件に従い支給する｡
(１) 略
(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規定
する高年齢受給資格者と､ その者の基準勤続期間
(第２項に規定する基準勤続期間をいう｡ 以下こ
の条において同じ｡) を同法第17条第１項に規定
する被保険者期間と､ 当該退職の日を同法第22条
第１項第１号に規定する離職の日と､ その者の基
準勤続期間の年月数を同法第37条の４第３項前段
の規定による期間の年月数とみなして同法の規定
を適用した場合に､ その者が支給を受けることが
できる高年齢求職者給付金の額に相当する額

６～９ 略
10 第１項､ 第３項又は前項に規定する場合のほか､
これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対
しては､ 次の各号に掲げる場合には､ 雇用保険法第
23条から第28条までの規定による基本手当の支給の
例により､ 当該基本手当の支給の条件に従い､ 第１
項又は第３項の退職手当を支給することができる｡
(１) 知事が雇用保険法第23条第１項の規定の例に
よりその者を同項に規定する就職が困難な者であ
ると認めた場合
(２) 略
(３) 略
(４) 略
11～16 略

附 則
１～31 略



附 則

(施行期日)

１ この条例は､ 公布の日から施行する｡ ただし､ 第９条第４項並びに第15条第１項から第５項まで及び第10項

の改正並びに附則第３項の規定は､ 平成13年４月１日から施行する｡

(経過措置)

２ 改正後の職員の退職手当に関する条例 (以下 ｢新条例｣ という｡) 第４条及び第５条の規定は､ この条例の

施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し､ 同日前の退職に係る退職手当については､ なお従前の例

による｡

３ 新条例第15条の規定は､ 平成13年４月１日以後の退職に係る退職手当について適用し､ 同日前の退職に係る

退職手当については､ なお従前の例による｡

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する｡

平成13年３月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第16号

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

鳥取県職員定数条例 (平成６年鳥取県条例第４号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分 (追加号を除く｡) に改める｡
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おけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期
間の計算については､ その者の同日までの文部科学
省の職員としての引き続いた在職期間及び青年の家
の職員としての引き続いた在職期間を職員としての
引き続いた在職期間とみなす｡ ただし､ その者が青
年の家を退職したことにより退職手当 (これに相当
する給付を含む｡) の支給を受けているときは､ こ
の限りでない｡
33 独立行政法人国立少年自然の家 (以下 ｢少年自然
の家｣ という｡) の成立の日の前日に文部科学省の
職員として在職していた者が､ 独立行政法人国立少
年自然の家法 (平成11年法律第170号) 附則第２条
の規定により少年自然の家の職員となり､ かつ､ 引
き続き少年自然の家の職員として在職した後引き続
いて職員となった場合におけるその者の退職手当の
算定の基礎となる勤続期間の計算については､ その
者の同日までの文部科学省の職員としての引き続い
た在職期間及び少年自然の家の職員としての引き続
いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間と
みなす｡ ただし､ その者が少年自然の家を退職した
ことにより退職手当 (これに相当する給付を含む｡)
の支給を受けているときは､ この限りでない｡



附 則

この条例は､ 平成13年４月１日から施行する｡

鳥取県部設置条例の一部を改正する条例をここに公布する｡

平成13年３月28日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第17号

鳥取県部設置条例の一部を改正する条例

鳥取県部設置条例 (平成６年鳥取県条例第５号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢移動号｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢移動後号｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動号を当該移動後号

とし､ 移動号に対応する移動後号が存在しない場合には､ 当該移動号 (以下 ｢削除号｣ という｡) を削り､ 移動

後号に対応する移動号が存在しない場合には､ 当該移動後号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び削除号を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び追加号を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存

在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､

当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(定数)
第２条 職員の定数は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機
関の職員 2,473人
ア 県立学校の職員 2,244人
イ 略
(３) 略
(４) 監査委員の事務局の職員 13人
(５)～(10) 略
(11) 県費負担教職員 4,355人
２ 次の職員については､ 知事の承認を得て､ 前項各
号に定める定数の外に置くことができる｡
(１)～(６) 略
(７) 大学院に在学してその課程を履修するための
休業をしている職員

(定数)
第２条 職員の定数は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機
関の職員 2,407人
ア 県立学校の職員 2,178人
イ 略
(３) 略
(４) 監査委員の事務局の職員 12人
(５)～(10) 略
(11) 県費負担教職員 4,352人
２ 次の職員については､ 知事の承認を得て､ 前項各
号に定める定数の外に置くことができる｡
(１)～(６) 略

改 正 後 改 正 前

(総務部の所掌事務)
第２条 総務部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１)～ (８) 略
(９) 県の業務の実施状況の監察及び工事の検査に
関する事項

(総務部の所掌事務)
第２条 総務部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１)～(８) 略
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(10) その他他部の所掌に属しない事項 (消防及び
防災に関する事項を除く｡)

(企画部の所掌事務)
第３条 企画部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 地域の振興に関する事項
(３) 情報化の推進に関する事項
(４) 交通政策及び鳥取空港の管理に関する事項
(５) 統計に関する事項
(６) 文化の振興に関する事項
(７) 観光の振興に関する事項
(８) 自然公園に関する事項
(９) 景観形成の推進に関する事項

(生活環境部の所掌事務)
第５条 生活環境部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 環境政策の企画及び調整に関する事項
(２) 環境の保全及び自然の保護に関する事項
(３) 環境の管理に関する事項
(４) 廃棄物対策及びリサイクルの推進に関する事
項
(５) 食品衛生及び環境衛生に関する事項

(６) 消費生活に関する事項
(７) 県民の社会活動の推進に関する事項
(８) 男女共同参画社会に関する事項
(９) 住宅に関する事項

(商工労働部の所掌事務)
第６条 商工労働部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略

(２) 略
(３) 略
(４) 略
(５) 略
(６) 流通に関する事項 (農林水産部と共管)

(農林水産部の所掌事務)
第７条 農林水産部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 流通に関する事項 (商工労働部と共管)
(３) 略
(４) 農畜産物の生産に関する事項
(５) 略
(６) 略
(７) 略
(８) 略
(９) 略

(土木部の所掌事務)
第８条 土木部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡

(９) その他他部の所掌に属しない事項

(企画部の所掌事務)
第３条 企画部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 情報化の推進に関する事項
(３) 地域の振興に関する事項
(４) 文化の振興に関する事項
(５) 交通政策及び鳥取空港の管理に関する事項
(６) 男女共同参画社会に関する事項
(７) 統計に関する事項

(生活環境部の所掌事務)
第５条 生活環境部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 食品衛生及び環境衛生に関する事項
(２) 消費生活に関する事項
(３) 県民の社会活動の推進に関する事項
(４) 環境の保全及び公害の防止に関する事項

(５) 廃棄物対策及びリサイクルの推進に関する事
項
(６) 自然の保護に関する事項
(７) 景観形成の推進に関する事項
(８) 消防及び防災に関する事項

(商工労働部の所掌事務)
第６条 商工労働部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略
(２) 観光の振興に関する事項
(３) 略
(４) 略
(５) 略
(６) 略

(農林水産部の所掌事務)
第７条 農林水産部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡
(１) 略

(２) 略
(３) 農畜産物の生産及び流通に関する事項
(４) 略
(５) 略
(６) 略
(７) 略
(８) 略

(土木部の所掌事務)
第８条 土木部の所掌事務は､ 次のとおりとする｡



附 則

この条例は､ 平成13年４月１日から施行する｡

鳥 取 県 公 報平成13年３月28日 水曜日 (号外)第22号��

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /wwwl. pref. tottori. jp/)
古紙配合率100％再生紙を使用しています

(１)～(７) 略
(８) 建築に関する事項
(９) 略

(１)～(７)
(８) 住宅及び建築に関する事項
(９) 略
(10) 工事の検査に関する事項


